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業 務 報 告 書

Ⅰ 地方公務員災害補償基金の概要

１ 設立年月日

昭和４２年１２月１日

２ 根拠法

地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）

３ 主務大臣

総務大臣

４ 業務内容

地方公務員災害補償基金（以下「基金」といいます。）は、全ての地方公共団体

及び地方独立行政法人（以下「地方公共団体等」といいます。）の常勤の職員の公

務上の災害又は通勤による災害に対する補償を迅速かつ公正に行っています。また、

併せてこれら災害の被災職員の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公

務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必

要な事業を行うことを業務内容としています。

５ 組織

基金は、地方公共団体等に代わって統一的な補償の迅速かつ公正な実施を確保す

るため、地方公務員災害補償法に基づき設立された法人で、主たる事務所である本

部を東京都に置いています。また、従たる事務所である支部を都道府県及び地方自

治法第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」といいます。）ごとに

置いており、６７支部が置かれています。
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基金は、平成１５年１０月１日から、地方公務員災害補償法の改正に伴い、地方

公共団体が主体となって業務運営を行う、いわゆる地方共同法人として新たにスタ

ートしています。

基金には、基金の最終的な意思決定機関として地方公共団体の代表者３名で構成

される代表者委員会が置かれ、役員として理事長、理事４名、監事１名が置かれて

います。

また、基金の業務に関する定款の変更等重要事項を審議する機関として運営審議

会が置かれています。

さらに、基金が行う補償に関する決定について不服がある者からなされる審査請

求を審査・裁決する機関として、本部に審査会が、支部に支部審査会が置かれてい

ます。

なお、本部は、補償及び福祉事業の迅速かつ公正な運用を図るための基準の作成

及びその実施の確保を図るための業務を行っています。また、支部は、都道府県知

事及び指定都市の市長の職にある者をもって充てる支部長を置き、具体的な事案に

ついての公務災害及び通勤災害の認定、補償金額の決定及び支払い等の業務を行っ

ています。

(1) 事務所の所在地

① 本部 〒１０２－００９３

東京都千代田区平河町２－１６－１ 平河町森タワー８階

② 支部 別表１「従たる事務所（支部）の所在地」のとおりです。

(2) 代表者委員会

基金の最終的な意思決定機関として、代表者委員会があります。

代表者委員会は、次に掲げる事項を議決します。

① 定款の変更

② 業務規程の変更

③ 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

④ 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

また、代表者委員会は、総務大臣の認可を受けて理事長及び監事を任命するほ

か、理事長が理事を任命するに当たっては代表者委員会の同意を得る必要があり、

役員の解任に関しても同様の関与が規定されています。
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なお、代表者委員会の委員は、別表２「代表者委員会委員」のとおりです。

(3) 役員

基金の役員数は、６名（常勤３名、非常勤３名）です。

なお、役員の氏名及び任期等は、別表３「役員の状況」のとおりです。

(4) 職員

基金の業務に従事している職員数（平成２５年３月末日現在）は、次のとおり

です。

① 本部 ４３名

② 支部 １，０８４名（うち基金業務に専ら従事する職員は、１１１名）

なお、支部では、法律に基づき、都道府県又は指定都市の職員が支部職員とし

て基金の業務に従事しています。

(5) 運営審議会

基金の審議機関として、運営審議会があります。

運営審議会は、次に掲げる事項を審議します。

① 定款の変更

② 業務規程の作成及び変更

③ 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

④ 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

また、運営審議会は、理事長の諮問に応じて、基金の業務に関する重要事項を

調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議します。

なお、運営審議会の委員は、別表４「運営審議会委員」のとおりです。

(6) 認定の仕組み

地方公共団体等の職員が災害を受け、それが公務災害又は通勤災害によるとさ

れる場合には、当該被災職員又はその遺族は、基金に対しその補償を請求するこ

ととなります。その主な流れは、次のとおりです。

① 被災職員又はその遺族（以下「被災職員等」といいます。）は、認定請求

書、補償請求書及び必要書類を任命権者に提出します。

② 任命権者は、当該災害が公務災害又は通勤災害に該当するかどうかの意見

を付して、支部長に提出します。

③ 支部は、認定基準に基づき慎重に審査の上、公務上・外又は通勤災害該当
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・非該当の認定を行います。

なお、各支部間における認定業務の統一性の確保及び判断困難事案の適正処理

の観点から、本部における各種基準の設定及び特定事案についての本部協議が行

われています。

また、認定等に不服のある被災職員等は、支部審査会に審査請求を行うことが

でき、支部審査会の裁決になお不服がある場合には、審査会に対し再審査請求を

行うことができます。

なお、審査会（本部）の委員は、別表５「審査会委員」のとおりです。

さらに、審査会の裁決に不服がある場合には、行政事件訴訟法により訴訟の提

起をすることができることとなっています。

(7) 業務に要する財源

基金が行う災害補償等を実施するために必要な費用は、主に地方公共団体等か

ら納付される負担金によって賄われています。

負担金の額は、職務の種類による職員の区分に応じ、その職務の種類ごとの職

員の給与総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用等を考慮して定

める割合（負担金率）を乗じて得た額の合計額とされています。

また、基金の経理は、普通補償経理と特別補償経理に分けられています。この

うち普通補償経理は、全ての地方公共団体等を対象とするもので、特別補償経理

で賄うべきもの（休業補償及び休業援護金）以外の補償及び福祉事業の実施に要

する費用等を経理しています。一方、特別補償経理は、基金制度創設前から公務

災害による療養に対し給与支給に替えて休業補償を行っていた団体等を対象とす

る経理です。これは、地方公務員災害補償基金業務規程で定める４７の団体の職

員に対して行う休業補償及び休業援護金等に要する費用を経理しています。

負担金率も経理ごとに決められており、普通補償経理については地方公務員災

害補償基金定款で、特別補償経理については地方公務員災害補償基金業務規程で

規定されています。平成２４年度の負担金に適用される職員の区分及び負担金率

は、別表６「職員の区分及び負担金率」のとおりです。

なお、平成２２年度より、任命権者の公務災害防止のための取組を促すことに

より公務災害の減少を図り、併せて負担の公平を図る目的で、地方公共団体ごと

の各職種別の負担金に占める給付費の割合に応じて、負担率を引き上げ又は引き
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下げることとするメリット制を導入しているところです。

さらに、平成２４年度においては、東日本大震災に係る給付費の増に対応する

ため、特別負担金の徴収を行ったところです。

具体的には、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により多くの地方

公務員が亡くなり、平成２３年度においては、基金の年間給付費の１／３にも上

る約７９億円もの給付費が見込まれたことから、緊急の資金繰りとして、平成２

３年度補正予算において支払備金を取り崩して対応したところですが、この取り

崩し分を補てんするため、平成２４年度に地方公共団体等から特別負担金を徴収

したところです。これに伴う地方公共団体等の財政負担については、平成２４年

度の特別交付税により全額財政措置がなされたところです。

６ 主な制度等の沿革

基金は、設立と同時に主たる事務所である本部を東京都に置き、また、従たる

事務所である支部を都道府県及び指定都市ごとに置き、当初５２支部が置かれま

した。

その後、沖縄の日本への復帰に伴い、昭和４７年５月１５日に沖縄県支部が増

設されました。また、新たに札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、

さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市及び相模原市が指定都市と

して指定されました。これらに伴い、支部が増設され、平成２３年度には、６６

支部が置かれています。また、平成２４年４月１日からは、熊本市が指定都市に

移行することに伴い、新たに熊本市支部が設置され、支部の数は６７となります。

この間の主な制度等の沿革は、次のとおりです。

(1) 補償の拡充

地方公務員災害補償法制定以来、国家公務員災害補償法及び労働者災害補償保

険法に基づく災害補償制度等との均衡を図るとともに、社会環境の変化に伴う公

務災害の多様化等に対処した制度の創設に加え、被災職員及び遺族に対する補償

内容の改善・充実に努めてきています。

なお、補償の種類は、地方公務員災害補償制度の発足時においては７種類でし

た。しかし、現在では、①療養補償、②休業補償、③傷病補償年金、④障害補償

（障害補償年金、障害補償一時金）、⑤介護補償、⑥遺族補償（遺族補償年金、
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遺族補償一時金）、⑦葬祭補償、⑧障害補償年金差額一時金、⑨障害補償年金前

払一時金、⑩遺族補償年金前払一時金並びに船員のみに適用される⑪予後補償及

び⑫行方不明補償の１２種類となっています。

(2) 特殊公務災害補償制度の創設

地方公務員のうち警察職員、消防職員等の特殊公務に従事する職員は、その任

務遂行に当たって、その生命及び身体に高度の危険が予測される状況にあっても

その職務を遂行しなければなりません。こうしたことから、このような状況下に

おいて公務上の災害を受けた場合に公務災害補償上特別の措置を講ずる特殊公務

災害補償制度が、昭和４７年に創設されました。

(3) 通勤災害補償制度の創設

通勤途上の災害については、制度発足当初は、通勤が任命権者の支配が及ぶ等

の状況にあると認められる場合を除き、災害補償の対象にされていませんでした。

しかし、昭和４８年１２月１日からは、通勤災害についても災害補償の対象に加

えられました。

(4) 福祉事業（旧福祉施設）の拡充

旧福祉施設は、使用者としての法的義務として行われる補償によっては充足し

きれない領域の付加的給付として発足しました。これは、基金設立当初は、外科

後処置に関する施設、休養又は療養に関する施設、リハビリテーションに関する

施設、義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設並びに休業援護金及び

奨学援護金の支給の７種類でした。しかし、基金設立後は、社会経済情勢等の変

化等に即応して物的給付や金銭給付の充実が図られました。平成７年８月１日か

らは、その実施内容を理解しやすくするため等の理由により、その名称が「福祉

施設」から「福祉事業」に改められました。

現在の福祉事業は、外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア、

休業援護金、在宅介護を行う介護人の派遣、奨学援護金、就労保育援護金、傷病

特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別援護金、遺族特別援護

金、傷病特別給付金、障害特別給付金、遺族特別給付金、障害差額特別給付金及

び長期家族介護者援護金の１８事業となっています。

(5) 公務災害防止事業の創設

平成７年の地方公務員災害補償法の改正により、基金の業務として、公務災害
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防止事業が創設されました。これには、公務上の災害の防止に関する活動を行う

団体に対する援助、公務上の災害を防止する対策の調査研究並びに公務上の災害

を防止する対策の普及及び推進に関する３つの事業があります。

(6) 不服申立制度の改正

基金の支部長が行う補償の決定に不服がある場合には、訴訟を提起する前に、

二段階の不服申立制度が設けられています。平成８年には、審理の迅速処理を図

るとともに不服申立制度の趣旨をいかすため、地方公務員災害補償法の一部改正

により、次の改正が行われました。

① 審査請求後３か月を経過しても支部審査会による決定がないときは、支部

審査会が審査請求を棄却したものとみなして、審査会に対して再審査請求を

することができるものとすること。

② 不服申立て中の処分の取消しの訴えは、原則として、再審査請求後３か月

を経過しても審査会による裁決がないときに限り提起することができるもの

とすること。

③ 審査会の委員を１人増員するとともに、二合議体（委員６人）の二部制と

すること。

(7) 基金の地方共同法人化

平成１３年１２月１９日に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画におい

て、基金は地方公共団体が主体となって業務運営を行う法人（いわゆる地方共同

法人）とすることにされました。

これを受け、基金について地方公共団体が主体となって常務運営を行うために

必要な措置を講ずることを内容とする地方公務員災害補償法の一部を改正する法

律（平成１４年法律第１３５号）が公布され、平成１５年１０月から施行されま

した。

こうして、いわゆる地方共同法人となった基金には、地方公共団体の代表者か

らなる代表者委員会が設置され、これが基金の意思を決定することとなり、この

代表者委員会が理事長及び監事を任命することとなりました。また、事業計画、

予算及び決算に関する総務大臣の承認が廃止されるとともに、従来政令で定めら

れていた地方公共団体の負担金率が基金の定款で定められることとなりました。

この法改正に併せて、地方公務員災害補償法施行令、地方公務員災害補償法施

7



行規則、基金定款及び基金業務規程についても、地方公共団体が主体となって業

務運営を行うとする法改正の趣旨に沿った改正が行われました。

(8) 地方独立行政法人職員の地方公務員災害補償法の適用

平成１５年には、各地方公共団体の自主的な判断に基づき、試験研究、大学の

設置・管理、公営企業に相当する事業の経営等の業務について、地方公共団体と

は別の法人格を有する団体を設立し、自律的かつ弾力的な業務運営を行うことに

より、業務の効率性やサービス水準の向上を図ることを目的として、地方独立行

政法人法（平成１５年法律第１１８号）が制定されました。

これに伴い、地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成１５年法律第１１９号）が制定され、地方公務員災害補償法について改正

が行われ、地方独立行政法人法に基づき設立される特定地方独立行政法人及び一

般地方独立行政法人の役職員についても、地方公務員災害補償法の適用対象とす

ることとされました。

この法改正に併せて、地方公務員災害補償法施行令、地方公務員災害補償法施

行規則、基金定款及び基金業務規程についても、所要の規定の整備が行われまし

た。

(9) 情報公開及び個人情報保護

当基金は、平成１５年１０月１日から、地方共同法人化に伴い、独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律の適用対象から外れることとなりました。

しかし、引き続き、国、独立行政法人等の公的機関における情報公開と同様に対

応することとし、地方公務員災害補償基金の保有する情報の公開に関する規程等

を定め、情報の公開を行っています。

また、平成１７年４月１日からは、個人情報の保護に関する法律が全面施行さ

れました。これに伴い、当基金は、同法の定める個人情報取扱事業者として、地

方公務員災害補償基金の保有する個人情報の保護に関する規程等を定め、同法に

基づく適正な対応を行っています。

なお、不開示決定等に対する不服の申立てについては、地方公務員災害補償基

金情報公開・個人情報保護審査会（委員は、別表７「情報公開・個人情報保護審

査会委員」参照）を設置し、適切に対応しています。

(10) 通勤範囲の改定
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平成１８年４月１日からは、地方公務員災害補償法の一部改正により、①複数

就業者の就業の場所から勤務場所への移動及び②単身赴任者の赴任先住居と帰省

先住居の間の移動を新たに通勤災害補償制度の対象とすることとされました。
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別表１ 従たる事務所（支部）の所在地 （平成２５年３月３１日現在）

支 部 名 所 在 地

北海道支部 〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６

青森県支部 〒０３０－８５７０ 青森市長島１－１－１

岩手県支部 〒０２０－８５７０ 盛岡市内丸１０－１

宮城県支部 〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町３－８－１

秋田県支部 〒０１０－８５７０ 秋田市山王４－１－１

山形県支部 〒９９０－８５７０ 山形市松波２－８－１

福島県支部 〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６

茨城県支部 〒３１０－０８５２ 水戸市笠原町９７８－２５ 茨城県開発公社ビル

栃木県支部 〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０

群馬県支部 〒３７１－８５７０ 前橋市大手町１－１－１

埼玉県支部 〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１

千葉県支部 〒２６１－７１３３ 千葉市美浜区中瀬２－６－１ WBGマリブウエスト３３階

東京都支部 〒１６３－８００１ 新宿区西新宿２－８－１

神奈川県支部 〒２３１－８５８８ 横浜市中区日本大通１

新潟県支部 〒９５０－０９６５ 新潟市中央区新光町７－２ 新潟県商工会館６階

富山県支部 〒９３０－８５０１ 富山市新総曲輪１－７

石川県支部 〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１

福井県支部 〒９１０－８５８０ 福井市大手３－１７－１

山梨県支部 〒４００－８５０１ 甲府市丸の内１－６－１

長野県支部 〒３８０－８５７０ 長野市大字南長野字幅下６９２－２

岐阜県支部 〒５００－８５７０ 岐阜市薮田南２－１－１

静岡県支部 〒４２０－８６０１ 静岡市葵区追手町９－６

愛知県支部 〒４６０－０００１ 名古屋市中区三の丸３－２－１

三重県支部 〒５１４－８５７０ 津市広明町１３

滋賀県支部 〒５２０－８５７７ 大津市京町４－１－１

京都府支部 〒６０２－８５７０ 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

大阪府支部 〒５４０－８５７０ 大阪市中央区大手前２－１－２２

兵庫県支部 〒６５０－８５６７ 神戸市中央区下山手通５－１０－１

奈良県支部 〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０

和歌山県支部 〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通１－１

鳥取県支部 〒６８０－８５７０ 鳥取市東町１－２２０

島根県支部 〒６９０－８５０１ 松江市殿町１

岡山県支部 〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６

広島県支部 〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０－５２

山口県支部 〒７５３－８５０１ 山口市滝町１－１

10



支 部 名 所 在 地

徳島県支部 〒７７０－８５７０ 徳島市万代町１－１

香川県支部 〒７６０－８５７０ 高松市番町４－１－１０

愛媛県支部 〒７９０－８５７０ 松山市一番町４－４－２

高知県支部 〒７８０－８５７０ 高知市丸ノ内１－２－２０

福岡県支部 〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７－７

佐賀県支部 〒８４０－８５７０ 佐賀市城内１－１－５９

長崎県支部 〒８５０－８５７０ 長崎市江戸町２－１３

熊本県支部 〒８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６－１８－１

大分県支部 〒８７０－８５０１ 大分市大手町３－１－１

宮崎県支部 〒８８０－８５０１ 宮崎市橘通東２－１０－１

鹿児島県支部 〒８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町１０－１

沖縄県支部 〒９００－８５７０ 那覇市泉崎１－２－２

横浜市支部 〒２３１－００１７ 横浜市中区港町１－１

名古屋市支部 〒４６０－８５０８ 名古屋市中区三の丸３－１－１

京都市支部 〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８

大阪市支部 〒５３０－８２０１ 大阪市北区中之島１－３－２０

神戸市支部 〒６５０－８５７０ 神戸市中央区加納町６－５－１

北九州市支部 〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１－１

札幌市支部 〒０６０－８６１１ 札幌市中央区北１条西２

川崎市支部 〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１

福岡市支部 〒８１０－８６２０ 福岡市中央区天神１－８－１

広島市支部 〒７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町１－６－３４

仙台市支部 〒９８０－８６７１ 仙台市青葉区国分町３－７－１

千葉市支部 〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１－１

さいたま市支部 〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４

静岡市支部 〒４２０－８６０２ 静岡市葵区追手町５－１

堺市支部 〒５９０－００７８ 堺市堺区南瓦町３－１

新潟市支部 〒９５１－８５５０ 新潟市中央区学校町通１－６０２－１

浜松市支部 〒４３０－８６５２ 浜松市中区元城町１０３－２

岡山市支部 〒７００－８５４４ 岡山市北区大供１－１－１

相模原市支部 〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５

熊本市支部 〒８６０－８６０１ 熊本市中央区手取本町１－１
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別表２ 代表者委員会委員 （平成２５年３月３１日現在）

氏 名 構 成 任 期

谷 本 正 憲 都道府県知事を代表 平成２４年１０月１日～平成２７年９月３０日

森 民 夫 市 長 を 代 表 平成２４年１０月１日～平成２７年９月３０日

藤 原 忠 彦 町 村 長 を 代 表 平成２４年１０月１日～平成２７年９月３０日

別表３ 役員の状況 （平成２５年３月３１日現在）

役 職 氏 名 任 期 主 要 経 歴 等

理事長 田 村 政 志 平成２４年１２月 １日 平成２４年１２月就任
～ 主要経歴：全国都道府県議会議長

平成２７年１１月３０日 会事務総長

理 事 橋 本 嘉 一 平成２４年 ４月１６日 平成２４年４月就任
～ 主要経歴：総務省自治財政局公営

平成２６年 ４月１５日 企業課長

理 事 笠 井 謙 一 平成２３年１２月 ２日 平成２３年９月就任
（非常勤） ～ 現職：東京都総務局長

平成２５年１２月 １日

理 事 梶 原 正 道 平成２４年 ５月２９日 平成２４年５月就任
（非常勤） ～ 現職：広島県三原市総務企画部長

平成２５年１２月 １日

理 事 多 田 源四郎 平成２４年 ６月１６日 平成２４年５月就任
（非常勤） ～ 現職：山形県山辺町副町長

平成２６年 ６月１５日

監 事 江波戸 明 平成２４年 ２月 １日 平成２２年２月就任
～ 主要経歴：人事院関東事務局長

平成２６年 １月３１日
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別表４ 運営審議会委員 （平成２５年３月３１日現在）

氏 名 構 成 任 期

福 田 富 一 都 道 府 県 知 事 平成２３年１２月 １日～平成２５年１１月３０日

石 垣 正 夫 市 長 平成２３年１２月 １日～平成２５年１１月３０日

岩 田 利 雄 町 村 長 平成２５年 ２月２５日～平成２５年１１月３０日

比留間 英 人 都道府県教育委員会の委員 平成２４年 ９月２１日～平成２５年１１月３０日

仁 田 陸 郎 都道府県公安委員会の委員 平成２４年１１月２２日～平成２５年１１月３０日

平 岡 陽 一 地方公営企業の管理者 平成２３年１２月 １日～平成２５年１１月３０日

氏 家 常 雄 学 識 経 験 者 平成２３年１２月 １日～平成２５年１１月３０日

清 水 秀 行 学 識 経 験 者 平成２４年 ６月１１日～平成２５年１１月３０日

吉 田 昭 二 学 識 経 験 者 平成２３年１２月 １日～平成２５年１１月３０日

小 林 輝 幸 学 識 経 験 者 平成２３年１２月 １日～平成２５年１１月３０日

平 岡 昌 和 学 識 経 験 者 平成２３年１２月 １日～平成２５年１１月３０日

平 谷 英 明 学 識 経 験 者 平成２３年１２月 １日～平成２５年１１月３０日

別表５ 審査会委員 （平成２５年３月３１日現在）

氏 名 任 期

井 口 傑 平成２５年２月１０日～平成２８年２月９日

寺 本 明 平成２５年２月１０日～平成２８年２月９日

村 上 文 平成２５年２月１０日～平成２８年２月９日

木 寺 久 平成２５年２月１０日～平成２８年２月９日

斎 藤 誠 治 平成２５年２月１０日～平成２８年２月９日

高 木 達 也 平成２５年２月１０日～平成２８年２月９日
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別表６ 職員の区分及び負担金率 (平成２４年度適用分)

負 担 金 率
職員の区分

普通補償経理 特別補償経理

義務教育学校職員 ０．７６／１０００ ０．０９／１０００

義務教育学校職員
１．０５／１０００ ０．２１／１０００

以 外 の 教 育 職 員

警 察 職 員 ３．１８／１０００ ０．８６／１０００

消 防 職 員 １．６７／１０００ ０．２９／１０００

電気・ガス・水道
１．３４／１０００ ０．１９／１０００

事 業 職 員

運 輸 事 業 職 員 ２．１８／１０００ ０．３３／１０００

清 掃 事 業 職 員 ３．３４／１０００ １．１１／１０００

船 員 ６．４４／１０００ ０．１４／１０００

そ の 他 の 職 員 １．０４／１０００ ０．１４／１０００

別表７ 情報公開・個人情報保護審査会委員

（平成２５年３月３１日現在）

氏 名 任 期

吉 藤 正 道 平成２４年１１月 １日～平成２７年１０月３１日

片 木 淳 平成２４年１１月 １日～平成２７年１０月３１日

中 村 次 良 平成２４年１１月 １日～平成２７年１０月３１日
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Ⅱ 業務の実施状況

１ 対象団体数及び対象職員数

(1) 対象団体数

全ての団体を対象とした普通補償経理の平成２５年３月３１日現在の対象団体

数は、都道府県４７団体、市及び特別区８１２団体、町村９３０団体、一部事務

組合等１，５３３団体の合計３，３２２団体となっています。

また、特別補償経理の対象団体数は、都道府県１団体、市及び特別区３１団体、

町村１団体、一部事務組合等１５団体の計４８団体となっています。

(2) 対象職員数

① 普通補償経理

平成２３年度確定負担金の算定基礎となった対象職員数は、都道府県

１，５９０千人、市及び特別区１，０６５千人、町村１５２千人、一部事務

組合等１４８千人の合計２，９５５千人となっています。

また、これを職員の区分ごとにみますと、義務教育学校職員７２６千人、

義務教育学校職員以外の教育職員４３５千人、警察職員２８０千人、消防職

員１５８千人、電気・ガス・水道事業職員８５千人、運輸事業職員２７千人、

清掃事業職員５６千人、船員２千人、その他の職員１，１８４千人となって

います。

② 特別補償経理

平成２３年度確定負担金の算定基礎となった対象職員数は、都道府県１６６

千人、市及び特別区１９５千人、町村０．２千人（２４０人）、一部事務組

合等１０千人の合計３７２千人となっています。

また、これを職員の区分ごとにみますと、義務教育学校職員５０千人、義

務教育学校職員以外の教育職員４０千人、警察職員４６千人、消防職員３２

千人、電気・ガス・水道事業職員１８千人、運輸事業職員２２千人、清掃事

業職員１５千人、船員０．０５千人（５５人）、その他の職員１４７千人と

なっています。
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２ 補償の状況

平成２４年度における認定件数並びに補償及び福祉事業の給付の状況は、以下

のとおりです。

(1) 認定件数

平成２４年度における公務災害及び通勤災害の認定請求の受理件数は、

２８，７３１件（公務災害２５，７２４件、通勤災害３，００７件）で、前年度

に比べ、６１４件（２．１％）減少しています。公務災害は６２７件（２．４％）

の減、通勤災害は１３件（０．４％）の増です。

このうち公務災害又は通勤災害該当と認定した件数は、２８，４３４件（公務

災害２５，５０７件、通勤災害２，９２７件）で、前年度に比べ、１４９件（０．５

％）減少しています。公務災害は２０７件（０．８％）の減、通勤災害は５８件

（２．０％）の増です。

なお、職種ごとの認定件数は、次のとおりです。

職種別認定件数（平成２４年度） （単位：件）

区 分 公務災害 通勤災害 計

義 務 教 育 学 校 職 員 ４，２２７ ３８３ ４，６１０

義務教育学校職員以外の教育職員 ３，１３１ ３５０ ３，４８１

警 察 職 員 ５，７４９ ２０８ ５，９５７

消 防 職 員 １，４７１ １１１ １，５８２

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 事 業 職 員 ３５３ １０２ ４５５

運 輸 事 業 職 員 １９７ ５３ ２５０

清 掃 事 業 職 員 １，４０９ １３１ １，５４０

船 員 １０ ３ １３

そ の 他 の 職 員 ８，９６０ １，５８６ １０，５４６

合 計 ２５，５０７ ２，９２７ ２８，４３４

(2) 給付の状況

① 給付件数

平成２４年度の普通補償経理に係る補償及び福祉事業の総給付件数は、

４５，７１４件です。このうち補償の給付件数は３８，７３７件（前年度に
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比べ１，４５３件（３．９％）の増）で、公務災害が３４，６８９件、通勤

災害が４，０４８件となっています。また、福祉事業の給付件数は６，９７７

件（前年度に比べ６５件（０．９％）の増）で、公務災害に係るものが５，６０１

件、通勤災害に係るものが１，３７６件となっています。

次に、特別補償経理に係る補償及び福祉事業の総給付件数は、３，０８２

件です。このうち補償の給付件数は１，５１２件（前年度に比べ８７件（６．１

％）の増）で、公務災害が１，３０４件、通勤災害が２０８件となっ

ています。また、福祉事業の給付件数は１，５７０件（前年度に比べ、

１２６件（８．７％）の増）で、公務災害が１，３３５件、通勤災害が

２３５件となっています。

② 給付額

平成２４年度の普通補償経理に係る補償及び福祉事業の給付総額は、

２７，６７５百万円です。このうち補償費は２０，６２２百万円（ア）で、

公務災害に係るものが１７，１１５百万円、通勤災害に係るものが３，５０６

百万円となっています。また、福祉事業給付費は７，０５３百万円（イ）で、

公務災害に係るものが６，２１０百万円、通勤災害に係るものが８４３百万

円となっています。

次に、特別補償経理に係る補償及び福祉事業の給付総額は、８５０百万円

です。このうち補償費は６３２百万円（ウ）で、公務災害に係るものが５３９

百万円、通勤災害に係るものが９３百万円となっています。また、福祉事業

費は２１８百万円（エ）で、公務災害に係るものが１８２百万円、通勤災害

に係るものが３６百万円となっています。

（ア）（前年度に比べ１，０６７百万円 （５．５％の増））

（イ）（前年度に比べ１，１３７百万円（１３．９％の減））

（ウ）（前年度に比べ ９６百万円（１７．９％の増））

（エ）（前年度に比べ ３７百万円（２０．６％の増））

なお、普通補償経理の補償の種類ごとの件数及び給付額は、別表８「普通

補償経理に係る補償費及び福祉事業給付費の内訳」のとおりです。また、特

別補償経理の補償の種類ごとの件数及び給付額は、別表９「特別補償経理に

係る補償費及び福祉事業給付費の内訳」のとおりです。
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( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( ) ( ) ( )

※割合の合計は、端数処理のため一致しないことがある。

23,325,070,705

842,726,558

100.0

5,601 13.9 1,376

96

158,698,650

遺 族 補 償 費

30,270 75.1

86.134,689

17,115,290,826

5,942,200,221

区　　　分

合　　　計
100.0

40,290 100.0

公　務　災　害

支　出　額

補 償 費

療 養 補 償 費 25.5

（件　数）

4,292,889 0.1

通　勤　災　害

支　出　額
割　合

（件　数）

3,506,436,452 80.7

4,048 74.6

73.5

24,024,061 0.6

7 0.1

956,843,818 22.0

25,439,715

12.7

0.6

1,302,270,071 29.9

10.2

6,640,036

0.3

553

86,203,863

7.6

0.6

0.2

5 0.1

1,186,925,862 7,129,126,08327.3

0.6

3,040 56.0

59,273,753

58

132,835,167

3,453

202

0.2 165,338,686

5,424 100.0

399 7.4

4,349,163,010

10

34

休 業 補 償 費

傷病補償年金費

0.2

32

合　　　　　計

支　出　額
割　合

（件　数）

20,621,727,278 74.5

130

9,141,365,522

0.1

0.5

0.1

38,737 84.8

25.8

33,310 72.9

％ 円

割　合

％

33.0

14.1

3.4

0.3

3,907,584,204

1,552

19.3

別表８　普通補償経理に係る補償費及び福祉事業給付費の内訳

円 ％ 円

0.4

25.5

25.4

0.2

15.2

0.7

7,052,506,437

6,977

0.5

26.5

0.2

100.0

100.0

33.6

100.0

100.0

7.2

27,674,233,715

葬 祭 補 償 費

54,980,864

2,900

6,209,779,879

192

障 害 補 償 費

53

0.5

25

1,153 2.9

2,950,740,386

0.1

107,395,452

0.1

0.362,179,802

福祉事業給付費

7,839,095,451

介 護 補 償 費

％％

45,714

割　　　合 84.3

88.1 11.9

％

15.7
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( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( ) ( ) ( )

※割合の合計は、端数処理のため一致しないことがある。

（件　数） （件　数）

円

631,967,040

218,264,233

％ 円

1,512

％

71.9

1,304 49.4 208 47.0

539,399,141 74.3

49.1

％

25.7

1,335 50.6 235 53.0 1,570 50.9

25.2 28.1

3,082 100.0

100.0 100.0128,755,864

2,639 100.0 443 100.0

721,475,409

84.9

182,076,268

850,231,273

15.1 100.0

85.6 14.4 100.0

100.0

％ ％ ％

公　務　災　害 通　勤　災　害 合　　　　　計

支　出　額
割　合

（件　数）
割　合

支　出　額
割　合

支　出　額

別表９　特別補償経理に係る補償費及び福祉事業費の内訳

区　　　分

円

割　　　合

休業援護金

36,187,965

補 償 費

福 祉 事 業 給 付 費

休業補償費

92,567,89974.8

合　　　計
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３ 不服申立ての状況

平成２４年度において、支部審査会に対してなされた審査請求件数は２０２件、

処理された事案は１２１件で、内訳は裁決１１４件（却下３件、棄却８５件、取

消し２４件、一部取消し２件）、取下げ７件です。また、審査会に対してなされ

た再審査請求件数は４６件、処理された事案は３８件で、内訳は裁決３７件（却

下１件、棄却３１件、取消し４件、一部取消し１件）、取下げ１件です。

なお、平成２４年度末における審理中件数は、支部審査会１９５件、審査会２７

件となっています。

４ 訴訟の状況

地方公務員災害補償法によって行う補償に関する決定は、行政事件訴訟法によ

る訴訟の対象とされ、補償の決定に不服がある者は、原則として、審査請求及び

再審査請求に対する審査会の裁決を経て、訴訟を提起できることとされています。

平成２４年度において新たに提起された訴訟は８件、判決が言い渡された事件

が４１件、請求が取下げられた事件が１件となっております。また、年度内に終

結した事件は２４件で、平成２４年度末における訴訟係属件数は３０件となって

います。

５ 第三者加害事案

平成２４年度に第三者加害事案（公務災害又は通勤災害として認定された事案

のうち、その災害が第三者の行為によって生じたものと認定された事案）として

処理した件数は、３，２８５件です。その状況は、被災職員等が第三者から損害

賠償を受けたことにより、基金が補償の義務を免れた「免責」が１，３４１件、

基金が補償の全部を行ったもの又は行うこととしている「補償」が１，９２２件、

基金が補償を先行していたが中途から免責となった又は基金が免責されていたが

中途から補償を行った「一部免責」が８件、未だその取扱いが「未定」のものが

１４件となっています。

６ 公務災害防止事業

(1) 平成２４年度に実施した公務上の災害を防止する事業の実施状況は、次のとお
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りです。

① 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会が行う「学校給食事業安全衛生

管理セミナー」、「清掃事業安全衛生管理セミナー」、「安全管理研修会」、「消

防職員安全衛生研修会」、「病院等における災害防止対策研修会」、「警察職員

安全衛生セミナー」、「新任安全衛生担当者基本研修会」、「学校における安全

衛生管理者研修会」、「メンタルヘルス・マネジメント実践講習会」、「職場環

境改善アドバイザー派遣事業」、「重大公務災害防止対策セミナー」、「職場巡

視・安全衛生点検セミナー」及び「職場の衛生管理研修会」への援助を実施

しました。

② 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

「公務災害の発生状況等の調査に関する報告書の作成事業」を一般財団法

人地方公務員安全衛生推進協会に委託し、「公務災害防止優良事例調査事業」

を、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会に委託及び本部で実施し、「公

務災害発生要因等分析調査」を本部で実施しました。

③ 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

「職場環境改善アドバイザー優良事例活用事業」を、一般財団法人地方公

務員安全衛生推進協会に委託し、「東日本大震災におけるメンタルヘルス対

策充実事業」を、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会に委託及び本部

で実施しました。

(2) (1)のほか、「東日本大震災に関連するメンタルヘルス総合対策事業」を以下

のとおり実施しました。

ストレスチェック及びメンタルヘルスセミナー等を㈱アドバンテッジリスクマ

ネジメント、ウェルリンク㈱及び㈱フィスメックに委託し、事業の効果測定を東

北大学に委託した。また、地方公共団体等が独自に実施するメンタルヘルス対策

事業に対し資金助成を行った。

７ 補償実施業務の効率化

被災職員の公務・通勤災害認定等情報を情報システムにより処理することによ

る補償実施業務の効率化を目的として、平成１３年度から「基金業務総合処理シ
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ステム」の運用を開始しています。当該システムにより、事務の一体的な処理、

各種データ分析の迅速化などが図られています。

当該システムについては、平成２１年１月に策定した「基金災害補償業務及び

情報ネットワークに係る業務・システム最適化計画」に基づき、業務アプリケー

ションのウェブ化、文書管理・ナレッジシステムによる補償等事例の共有化、エ

ラーチェック機能の強化等を行うシステム更改を平成２３年度に実施し、更なる

業務の効率化を図りました。

なお、平成２４年度においては、メリット増減率算出に必要な基礎資料作成機

能や特別負担金関係機能の追加等のためのシステム改修を実施し、基金の制度改

正に適切に対応しているところです。

また、基金本部・支部間における情報共有・連絡を図ることを目的として、「基

金情報処理ネットワークシステム」（基金ＬＡＮ）を平成９年度から運用してい

ますが、上記最適化計画に基づき、データセンターによるサーバの集中管理、生

体認証の導入等によるセキュリティ対策の強化を中核とするシステム更改を平成

２２年度に実施しました。

８ 制度等の改正

平成２４年度における制度等の改正は、次のとおりです。

(1) スライド率等の改正〔総務省告示の一部改正〕

＜平成２４年４月１日から施行＞

年金たる補償にかかる平均給与額の改定のためのスライド率等を定める総務省

告示の改正が行われました。

(2) 特別負担金について〔地方公務員災害補償法施行規則の一部変更〕

＜平成２４年６月７日から施行＞

地方公共団体等から平成２４年度に限り特別負担金を徴収するため、規則の改

正が行われました。

(3) 特別負担金について〔地方公務員災害補償基金定款の一部改正〕

＜平成２４年７月２４日から施行＞

22



地方公務員災害補償法施行規則の改正に伴い、地方公共団体等が平成２４年度

に限り納付する特別負担金の算定方法について、所要の規定整備を行いました。

(4) 特別負担金について〔理事長通知の発出〕

＜平成２４年８月７日から施行＞

地方公務員災害補償法施行規則の改正に伴い、地方公共団体等が平成２４年度

に限り納付する特別負担金の納付方法等について、所要の規定整備を行いました。

(5) 障害差額特別給付金の支給にかかる所要の規定整備〔地方公務員災害補償基金

業務規程の一部改正〕

＜平成２４年６月２８日から施行＞

地方公務員災害補償法施行規則の改正に伴い、所要の規定整備を行いました。

(6) 障害補償年金差額一時金の支給についての一部改正について〔理事長通知の一

部改正〕

＜平成２４年６月２８日から施行＞

地方公務員災害補償法施行規則の改正に伴い、所要の規定整備を行いました。

(7) 地方公務員災害補償基金業務規程第２５条の２第１項に規定する福祉事業の取

扱いについての一部改正について〔理事長通知の一部改正〕

＜平成２４年６月２８日から施行＞

地方公務員災害補償法施行規則の改正に伴い、所要の規定整備を行いました。

(8) メリット制の適用について〔理事長通知の発出〕

＜平成２４年８月１４日から施行＞

地方公務員災害補償基金財政委員会の答申に伴い、東日本大震災当日の公務災

害及び通勤災害により給付された補償等については、メリット収支率の算定に反

映させないこととしたものです。

(9) 障害者自立支援法の改正にかかる所要の規定整備〔地方公務員災害補償法の一
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部改正〕

＜①平成２５年４月１日から施行＞

＜②平成２６年４月１日から施行＞

① 障害者自立支援法の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律とされたことに伴い、名称変更の改正が行われました。

② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の第５条第

１２項が第５条第１１項とされたことに伴い、所要の規定整備が行われまし

た。

(10) 障害者自立支援法の改正にかかる所要の規定整備〔地方公務員災害補償基金

業務規程の一部改正〕

＜平成２５年４月１日から施行＞

障害者自立支援法の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律とされたことに伴い、所要の規定整備を行いました。

(11) 奨学援護金にかかる所要の規定整備〔地方公務員災害補償基金業務規程の一

部改正〕

＜平成２５年４月１日から施行＞

国家公務員災害補償制度との均衡を考慮し、高等学校に在学する者等に係る奨

学援護金の金額を月額１８，０００円から月額１６，０００円とする改正を行い

ました。

(12) 石綿による疾病の公務災害の認定について（平成２１年６月１日地基補第１

６１号）の一部改正について〔理事長通知の一部改正〕

＜平成２４年４月９日から施行＞

石綿による疾病の公務上外の判断については、労働者災害補償保険制度におけ

る「石綿による疾病の認定基準について（平成１８年２月９日基発第０２０９０

０１号）」に準じて判断することとしていましたが、「石綿による疾病の認定基

準について（平成２４年３月２９日基発０３２９第２号。以下「新基準」という。）」

が発出されたことから、今後は新基準に準じて判断することとしました。
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(13) 「通勤」の範囲の取扱いについて（昭和６２年５月２０日地基補第８１号）

の一部改正について〔理事長通知の発出〕

＜平成２３年１０月１日から施行（平成２４年５月１６日発出）＞

独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成２３年４月２７日法

律第２６号）の施行に伴い、所要の規定の整備を行いました。

(14) 潜在性結核感染症の取扱いについて（平成２４年１１月２０日地基補第２９

９号）〔補償課長通知の発出〕

＜平成２４年１１月２０日から施行＞

結核の医療の必要のある潜在性結核感染症については、「感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律」において結核患者として取り扱うことと

されており、地方公務員災害補償制度においても、医療従事者等が公務により結

核菌に感染し、潜在性結核感染症の診断がなされ、医師が治療等を必要と判断し

た場合には、結核の症状が現れていなくとも、地方公務員災害補償法施行規則第

１条の２の疾病として当該治療等について補償の対象となることを周知するた

め、補償課長通知を発出しました。また、「結核感染事案の公務災害の取扱いに

ついて」（平成１２年１２月２５日地基補第２８４号）を廃止しました。

９ 課題

基金としては、今後とも次のような課題に対処しつつ、環境の変化や社会経済

情勢の変化に対応し、更に迅速かつ公正な補償の実施の確保に努めていくことが

必要であると考えています。

(1) 認定事務の迅速かつ公正な実施

公務災害の認定については、認定基準に則して迅速かつ公正な認定に努めます。

特に心・血管疾患、脳血管疾患、精神疾患及び精神疾患に起因する自殺等に係る

公務災害認定請求の判断困難事案については、医学専門家による最新の医学的知

見を徴しながら、過重な業務による強度の精神的・肉体的負担と疾病の発症機序

等を踏まえた公正・迅速な認定に努めます。

(2) 公務災害防止事業の推進
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公務災害の発生を未然に防止することが極めて肝要であることから、災害発生

率の高い職種及び地域の要因分析並びに災害防止対策の調査研究を進め、引き続

き公務災害防止事業の推進に努めます。

(3) 財政委員会答申を踏まえた負担金率の見直し

今後の基金財政を安定的に運営していくため、平成２３年度１１月１０日に財

政委員会を開催し、「負担金率のあり方について（支払備金のあり方を含む。）」

について諮問を行い、以来、９回にわたり会議を開くとともに、会議資料及び議

事録等を地方公共団体等に提供し、共通の問題意識の下に議論を重ね、平成２５

年２月１２日に答申が行われたところです。

答申のポイントは、以下の５点で、今後本答申を最大限尊重しながら、平成２

６年度の負担金率改定に向けて準備を進めていきます。

① 平成２６年度から、新規裁定年金分について充足賦課方式を採用すること。

② 平成２５年度以前の既裁定年金分については、現在保有する支払備金を取

り崩して給付の一部に充て、それでも不足する額については、従来どおり当

該年度の負担金により対応すること。

③ 平成２５年度以前の既裁定年金分に係る支払備金の取り崩しについては、

既裁定年金所要額に対する支払備金の保有率に基づき行うことを基本とする

こと。

④ 地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、負担金率の大幅な上昇を避けるた

め、その引上げを複数回に分けるなど、段階的かつ緩やかなものとなるよう

支払備金の特例的な取り崩しを行うこと。

⑤ 負担金率の改定は、現行と同様、おおむね３年毎に実施すること。
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Ⅲ 決算の概要

１ 普通補償経理

平成２４年度の収入は、負担金２４４億６，８４２万２，０４２円、特別負担金

７２億２，８６８万３，７６６円、一部負担金２万６，４００円、利息及び配当金

９億３，３７１万６，８７７円、賠償金４億６，６０２万２４２円、有価証券益

６１０万円、雑収入１億３，４４８万２，０４２円、東日本大震災未払給付引当金

戻入４２億９，１４１万５千円の合計３７５億２，８８６万６，３６９円です。

これに対し、支出は、補償費２０６億２，１７２万７，２７８円、福祉事業費

７２億３，０６１万８，９６６円、東日本大震災未払給付引当金９億６，３７０万

６，７１２円、支払備金繰入７１億７，９６９万円、その他１６億４，５９８万

５，３２４円、固定資産除却損３，４４１円の合計３７６億４，１７３万１，７２１

円であり、収入と支出の差額として、１億１，２８６万５，３５２円の未処理不足

金が生じますが、当該不足額を不足金補てん積立金から戻入しています。

(1) 損益、資産及び負債・資本の状況

損益、資産及び負債・資本の状況は、別表１０「普通補償経理の財務諸表」の

とおりですが、各勘定の概要は、次のとおりです。

① 損益計算書の勘定科目

・補 償 費 ２０，６２１，７２７，２７８円

当年度に支払った療養補償費７１億２，９１２万６，０８３円、休業補償費

５，９２７万３，７５３円、傷病補償年金費１億３，２８３万５，１６７円、

障害補償費３９億７５８万４，２０４円、介護補償費８，６２０万３，８６３

円、遺族補償費９１億４，１３６万５，５２２円、葬祭補償費１億６，５３３

万８，６８６円の合計額です。

・福 祉 事 業 費 ７，２３０，６１８，９６６円

当年度に支払った福祉事業給付費７０億５，２５０万６，４３７円と公務災

害防止事業費１億７，８１１万２，５２９円の合計額です。
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・役 員 給 与 ４８，６６４，８９０円

役員の報酬及び諸手当です。

・委 員 給 与 等 ４０，２１１，９７４円

審査会委員等の報酬、諸手当及び委員手当です。

・職 員 給 与 ３４９，０８６，８２１円

本部職員の人件費です。

・事 業 運 営 費 ９７４，５６２，８７８円

本部及び支部における事務費です。

・減 価 償 却 費 ７，９５８，２７６円

固定資産の当年度分減価償却費です。

・開 発 費 償 却 ２２５，５００，４８５円

開発費の当年度償却分です。

・（特別損失）固定資産除却損 ３，４４１円

廃棄処分した固定資産の残存価額です。

・負 担 金 ２４，４６８，４２２，０４２円

補償費等の費用の財源として、地方公共団体等から納付された負担金です。

・特 別 負 担 金 ７，２２８，６８３，７６６円

東日本大震災に係る補償費等の増に対応するための平成２４年度限りの負担

金です。
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・一 部 負 担 金 ２６，４００円

当年度の通勤災害の一部負担金です。

・利息及び配当金 ９３３，７１６，８７７円

預貯金利息２５３万３，４５２円、資金の運用により取得した有価証券の利

息９億４６７万４２６円及び信託収益２，６５１万２，９９９円の合計額です。

・賠 償 金 ４６６，０２０，２４２円

当年度に徴収した第三者加害事案に係る損害賠償金です。

・有 価 証 券 益 ６，１００，０００円

資金の運用により取得した有価証券の償還益です。

・雑 収 入 １３４，４８２，０４２円

特別補償経理からの管理費分担金１億２，３４３万６，９４２円と過年度給

付費の戻入等の雑入１，１０４万５，１００円の合計額です。

・東日本大震災未払給付引当金戻入 ４，２９１，４１５，０００円

東日本大震災により発生した補償及び福祉事業の給付に充てるために平成２

３年度に積み立てたものを取り崩したものです。

・不足金補てん積立金戻入 １１２，８６５，３５２円

収入と支出の差額として未処理不足金が生じたため、不足金補てん積立金を

取り崩したものです。

② 貸借対照表の勘定科目

・銀 行 預 金 １２，６４７，９１３，３６１円

普通預金として預け入れているものです。
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・負担金未収金 ２０５，８５５，１９９円

平成２４年度特別負担金の年度末現在の未収入額で、翌年度に収入予定のも

のです。

・仮 払 金 １９４，４１２円

雇用保険料の職員負担分を立て替えたものです。

・前 払 金 ４９８，７５０円

平成２５年度に実施する研修会等の会場予約金について平成２４年度中に支

払ったものです。

・有 価 証 券 ５６，３５７，１１０，０００円

地方債５０２億５，８１７万円及びその他の有価証券６０億９，８９４万円

の合計額です。

・有形固定資産 ３６，１１２，５７６円

器具及び備品１，６２２万８，６０７円、借入不動産附帯施設１，９５７万

７，２５０円及び一括償却資産３０万６，７１９円の合計額です。

・無形固定資産 １１０，５７５，５６０円

電話加入権４９万１，４００円と保証金１億１，００８万４，１６０円の合

計額です。

・（繰延勘定）開発費 ７４６，４８８，９６３円

基金業務総合処理システム及びＬＡＮシステムの開発分です。

・未 払 金 ２０，７２２，５２５円

平成２４年度末退職職員に係る退職給与の未払分です。
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・仮 受 金 ４，６７０，３６２円

役職員給与から源泉徴収した所得税や社会保険料等の個人負担分です。

・東日本大震災未払給付引当金 ９６３，７０６，７１２円

東日本大震災により発生した補償及び福祉事業の給付に充当するべき必要見

込額のうち、平成２４年度中に請求がなかった額についての所要額です。

・引 当 金 ２９，７７１，８７６円

役職員の退職手当の引当金です。

・支 払 備 金 ６６，８６６，９５２，４２９円

平成２４年度末における支払備金の総額です。

・剰 余 金 １，７７３，１９０，８２９円

平成２４年度末において、「不足金補てん積立金」として積み立てているも

のです。

２ 特別補償経理

平成２４年度の収入は、負担金８億１１１万１，８４２円、利息及び配当金１億

５，９５３万７２１円、賠償金５，４８６万９，６４６円、有価証券益５６２万

３，０００円、雑収入２９万８１７円の合計１０億２，１４２万６，０２６円です。

これに対し、支出は、補償費６億３，１９６万７，０４０円、福祉事業費２億

１，８２６万４，２３３円、その他１億２，３４３万６，９４２円の合計９億

７，３６６万８，２１５円です。収入と支出の差額４，７７５万７，８１１円の剰

余金を不足金補てん積立金に積み立てています。

(1) 損益、資産及び負債・資本の状況

損益、資産及び負債・資本の状況は、別表１１「特別補償経理の財務諸表」の

とおりですが、各勘定の概要は次のとおりです。
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① 損益計算書の勘定科目

・補 償 費 ６３１，９６７，０４０円

休業補償費として支払ったものです。

・福 祉 事 業 費 ２１８，２６４，２３３円

福祉事業給付費（休業援護金）として支払ったものです。

・管理費分担金 １２３，４３６，９４２円

普通補償経理に対する管理費分担金として支払ったものです。

・剰 余 金 ４７，７５７，８１１円

平成２３年度中における収入総額から支出総額を差し引いた剰余金です。

・負 担 金 ８０１，１１１，８４２円

補償費等の費用の財源として、地方公共団体等から納付された負担金です。

・利息及び配当金 １５９，５３０，７２１円

預貯金利息６万３，８７５円、資金の運用により取得した有価証券の利息

１億５，９１４万５３７円及び信託収益３２万６，３０９円の合計額です。

・賠 償 金 ５４，８６９，６４６円

当年度に徴収した第三者加害事案に係る損害賠償金です。

・有 価 証 券 益 ５，６２３，０００円

資金の運用により取得した有価証券の償還益です。

・雑 収 入 ２９０，８１７円

過年度給付費の戻入等です。
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② 貸借対照表の勘定科目

・銀 行 預 金 ６９７，４６９，３２０円

普通預金及び譲渡性預金として預け入れているものです。

・有 価 証 券 １０，７８３，９３９，０００円

地方債９４億８，３９３万９，０００円及びその他の有価証券１３億円の合

計額です。

・災害等補償準備金 ９，８５４，２２５，８２２円

平成２４年度末における災害等補償準備金の総額です。

・剰 余 金 １，６２７，１８２，４９８円

平成２４年度末において、「不足金補てん積立金」として積み立てているも

のです。
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１　貸借対照表

平成２５年３月３１日現在

円 円

 

普 通 預 金

譲 渡 性 預 金

退 職 給 与 引 当 金

地 方 債

そ の 他 の 有 価 証 券

器 具 及 び 備 品

借入不動産附帯施設 不足金補てん積立金

一 括 償 却 資 産

電 話 加 入 権

保 証 金

合　　　　　　　計 70,104,748,821 合　　　　　　　計 70,104,748,821

開 発 費

繰 延 勘 定 746,488,963

無 形 固 定 資 産

有 価 証 券

6,098,940,000

前 受 特 別 負 担 金

固 定 資 産 146,688,136

資 本

56,357,110,000

固 定 負 債 67,342,458,393

前 払 金 498,750 引 当 金 29,771,876

負 担 金 未 収 金 205,855,199

未 払 金 20,722,525

8,647,913,361

29,771,876

東日本大震災未払給付引当金 963,706,712

仮 払 金 194,412

科　　　　　　　目

4,000,000,000 仮 受 金 4,670,362

1,773,190,829

12,647,913,361銀 行 預 金

66,866,952,429支 払 備 金

445,734,088

36,112,576

50,258,170,000

1,773,190,829

306,719

剰 余 金

110,084,160

流 動 負 債

有 形 固 定 資 産

746,488,963

110,575,560

491,400

19,577,250

16,228,607

1,773,190,829

989,099,599

資　　　　　　　　　　　　　産 負　　債　　及　　び　　資　　本

別表１０　普通補償経理の財務諸表

科　　　　　　　目金　　　　　　　額

69,211,571,722

金　　　　　　　額

流 動 資 産
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２　損益計算書
自

至

円 円

合　　　　　　計 37,641,731,721 合　　　　　　計 37,641,731,721

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損

固 定 資 産 除 却 損 3,441

開 発 費 償 却

開 発 費 償 却

事 業 運 営 費

交 際 費

減 価 償 却 費

減 価 償 却 費

支 部 経 費

10,918,140旅 費

東日本大震災未払給付引当金戻入

委 員 給 与 等 不 足 金 補 て ん積 立金 戻入 112,865,352

諸 手 当 不足金補てん積立金戻入

報 酬 18,912,000

雑 入 11,045,100
役 員 給 与

報 酬 東日本大震災未払給付引当金戻入 4,291,415,00028,632,866

雑 収 入 134,482,042

54,265,912 6,100,000有 価 証 券 益

東日本大震災未払給付引当金 管 理 費 分 担 金

預 貯 金 利 息

有 価 証 券 利 息

313,372,077

7,179,690,000支 払 備 金 繰 入

支 払 備 金 繰 入

支 払 備 金 繰 入

40,211,974

委 員 手 当 不足金補てん積立金戻入

7,179,690,000

3,441

7,179,690,000

3,441

225,500,485

123,436,942

葬 祭 補 償 費 165,338,686 一 部 負 担 金 26,400

需 用 費

974,562,878

225,500,485

7,958,276

51,500

7,958,276

650,221,161

179,837,129
169,249,692

基 本 給
349,086,821

諸 手 当

112,865,35212,971,774

職 員 給 与

4,291,415,00020,032,024

112,865,3528,328,200

261,249,186

963,706,712

48,664,890

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ総合対策事業費

東日本大震災未払給付引当金 963,706,712

諸 手 当

公務災害防止事業費

遺 族 関 係 給 付 費

公務災害防止事業費 6,100,000123,846,617 有 価 証 券 益

そ の 他

27,058,647 信 託 収 益

178,112,529

466,020,2425,302,599,682
466,020,242

賠 償 金

賠 償 金

2,533,452福 祉 事 業 給 付 費 7,052,506,437

障 害 関 係 給 付 費 1,441,524,017

904,670,426休 業 援 護 金 20,074,905
26,512,999傷 病 関 係 給 付 費

933,716,877福 祉 事 業 費 7,230,618,966 利 息 及 び 配 当 金

介 護 補 償 費 86,203,863
遺 族 補 償 費 9,141,365,522 一 部 負 担 金 26,400

傷 病 補 償 年 金 費 132,835,167 特 別 負 担 金 7,228,683,766
障 害 補 償 費 3,907,584,204 特 別 負 担 金 7,228,683,766

療 養 補 償 費 7,129,126,083 負 担 金 24,468,422,042
休 業 補 償 費 59,273,753

補 償 費 20,621,727,278 負 担 金 24,468,422,042

経 常 費 用 30,462,038,280 経 常 収 益 37,528,866,369

平成２４年４月　１日

平成２５年３月３１日

損　　　　　　　　　　　　　失 利　　　　　　　　　　　　　益

科　　　　　　目 金　　　　　　額 科　　　　　　目 金　　　　　　額
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１　貸借対照表

平成２５年３月３１日現在

円 円

普 通 預 金

譲 渡 性 預 金

地 方 債

そ の 他 の 有 価 証 券 不足金補てん積立金

災 害 等 補 償 準 備 金 9,854,225,822

資 本 1,627,182,498

合　　　　　　　計 11,481,408,320 合　　　　　　　計 11,481,408,320

有 価 証 券

1,300,000,000

別表１１　特別補償経理の財務諸表

10,783,939,000

1,627,182,498剰 余 金

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

銀 行 預 金 697,469,320

197,469,320

500,000,000

負　　債　　及　　び　　資　　本

金　　　　　　　額

流 動 資 産 11,481,408,320 固 定 負 債

1,627,182,498

9,483,939,000

9,854,225,822

科　　　　　　　目

資　　　　　　　　　　　　　産
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２　損益計算書

自

至

円 円

 

管 理 費 分 担 金 123,436,942

賠 償 金 54,869,646

賠 償 金 54,869,646

5,623,000

有 価 証 券 益 5,623,000

159,140,537有 価 証 券 利 息

290,817

信 託 収 益 326,309

休 業 援 護 金 218,264,233

福 祉 事 業 費 218,264,233

利 息 及 び 配 当 金 159,530,721

63,875

123,436,942

休 業 補 償 費 631,967,040

預 貯 金 利 息

負 担 金

補 償 費 631,967,040 負 担 金

801,111,842

平成２４年４月　１日

平成２５年３月３１日

損　　　　　　　　　　　　　失 利　　　　　　　　　　　　　益

1,021,426,026経 常 費 用 973,668,215

科　　　　　　目 金　　　　　　額 科　　　　　　目 金　　　　　　額

経 常 収 益

801,111,842

合　　　　　　計 1,021,426,026 合　　　　　　計

福 祉 事 業 給 付 費 218,264,233

有 価 証 券 益

管 理 費 分 担 金

1,021,426,026

剰 余 金 47,757,811

剰 余 金 47,757,811

剰 余 金 47,757,811

雑 入
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資 料

１ 公務上の災害として認定した件数の推移

２ 通勤災害該当として認定した件数の推移

３ 普通補償経理に係る補償及び福祉事業の件数の推移

４ 普通補償経理に係る補償及び福祉事業の支給額の推移

５ 特別補償経理に係る補償及び福祉事業の件数並びに金額の推移
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20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

（件数）

資料１ 公務上の災害として認定した件数の推移 義務教育学校職員

義務教育学校職員以外の教育職員

警察職員

消防職員

電気・ガス・水道事業職員

運輸事業職員

清掃事業職員

船員

その他の職員

0

5,000

10,000

15,000

昭43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 平元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
（年度）
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2,000 
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3,000 

3,500 

4,000 

（件数）

義務教育学校職員

義務教育学校職員以外の教育職員

警察職員

消防職員

電気・ガス・水道事業職員

運輸事業職員

清掃事業職員

船員

その他の職員

職員区分なし

資料２ 通勤災害該当として認定した件数の推移

0 
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1,000 
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昭43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 平元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
（年度）
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45 247

47,784
50,000

（件数）

資料３ 補償及び福祉事業の件数の推移（普通補償経理）

37,019

38,091

40,502
40,445

42,149
41,719

43,482

42,238

43,642

45,247

43,838

41,761

38,464

37,441
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37,697

38,869

39,804

38,844

39,884
39,41339,342

40,816
40,435

41,589
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40,126
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38,660

36 895
37,33237,284

38,737

39,945
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41,417

43,902

40,149

40,000

45,000

補償件数（通勤災害を含む）
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37,364
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補償件数（公務災害のみ）
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福祉事業件数（通勤災害を含む）

4,665
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6,956 7,036 7,002 6,924 6,799 6,581 6,780 6,977 6,708 6,601 6,572 6,605 6,857 6,807 6,501 6,591 6,600 6,912 6,977

5 594 5 659 5 664 5 634 5 601
5,000

10,000

福祉事業件数（通勤災害を含む）

97 176 249 447 533 618 725

1,766 2,066

1,627
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4,771 4,866 5,095 5,280 5,442 5,293 5,536 5,594 5,383 5,273 5,296 5,177 5,128 5,213 5,126 5,317 5,659 5,664 5,634 5,522 5,414 5,299 5,434 5,512 5,306 5,225 5,163 5,175 5,401 5,375 5,170 5,164 5,170

5,555 5,601

0
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（年度）

福祉事業件数（公務災害のみ）
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12,741
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20,587
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16,224
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10,000

15,000

20,000

（百万円）

資料４ 補償及び福祉事業の支給額の推移（普通補償経理）

補償額（通勤災害を含む）

補償額（公務災害のみ）
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2 5 8
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（年度）

福祉事業支給額（公務災害のみ）

福祉事業支給額（通勤災害を含む）
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資料５ 補償及び福祉事業の件数並びに金額の推移（特別補償経理）
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補償件数（通勤災害を含む）

補償件数（公務災害のみ）
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福祉事業支給額（公務災害のみ）
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